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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成29年10月12日(2017.10.12)

【公開番号】特開2016-167891(P2016-167891A)
【公開日】平成28年9月15日(2016.9.15)
【年通号数】公開・登録公報2016-055
【出願番号】特願2016-122398(P2016-122398)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｌ  12/46     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｌ   12/46     １００Ｒ
   Ｈ０４Ｍ   11/00     ３０１　

【手続補正書】
【提出日】平成29年9月4日(2017.9.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＷＡＮに接続された機器との間で通信を行うＷＡＮ通信部と、
　ＬＡＮにＬＡＮケーブルで接続されたＰｏＥ対応機器との間で通信を行う有線ＬＡＮ通
信部と、
　前記ＰｏＥ対応機器に前記ＬＡＮケーブルを介して電力を供給する電力供給部と、
　前記ＰｏＥ対応機器への電力の供給中および電力の供給停止中の双方において前記ＷＡ
Ｎ通信部、前記有線ＬＡＮ通信部および前記電力供給部を制御する制御部と、
を備えることを特徴とするルーター。
【請求項２】
　請求項１に記載のルーターであって、
　前記ＷＡＮ通信部は、前記機器との間で無線通信を行うこと
を特徴とするルーター。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のルーターであって、
　前記制御部は、前記ＰｏＥ対応機器が正常な応答をしない状態であれば前記ＰｏＥ対応
機器を再起動すること
を特徴とするルーター。
【請求項４】
　請求項３に記載のルーターであって、
　前記制御部は、前記電力供給部を制御して、前記ＰｏＥ対応機器への電力の供給を停止
しその後に電力の供給を開始することで前記ＰｏＥ対応機器を再起動すること
を特徴とするルーター。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載のルーターであって、
　前記制御部は、前記機器が前記ＰｏＥ対応機器を制御する場合には、前記ＰｏＥ対応機
器の制御を中断すること
を特徴とするルーター。
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【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載のルーターであって、
　前記ＰｏＥ対応機器についての運用情報を記憶した記憶装置を備え、
　前記運用情報は、前記ＰｏＥ対応機器の運用スケジュールを含んでおり、
　前記制御部は、前記運用スケジュールに基づいて前記ＰｏＥ対応機器を制御すること
を特徴とするルーター。
【請求項７】
　請求項６に記載のルーターであって、
　前記制御部は、外部に設置された二次電池から電力が供給される場合において、前記二
次電池の電池残量を把握し、前記電池残量に応じて前記運用スケジュールを変更すること
を特徴とするルーター。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　上記目的を達成するための本発明の一態様によれば、
　ＷＡＮに接続された機器との間で通信を行うＷＡＮ通信部と、
　ＬＡＮにＬＡＮケーブルで接続されたＰｏＥ対応機器との間で通信を行う有線ＬＡＮ通
信部と、
　前記ＰｏＥ対応機器に前記ＬＡＮケーブルを介して電力を供給する電力供給部と、
　前記ＰｏＥ対応機器への電力の供給中および電力の供給停止中の双方において前記ＷＡ
Ｎ通信部、前記有線ＬＡＮ通信部および前記電力供給部を制御する制御部と、
を備えることを特徴とするルーターであってもよい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記本発明のルーターであって、
　前記ＷＡＮ通信部は、前記機器との間で無線通信を行うこと
を特徴とするルーターであってもよい。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　上記本発明のルーターであって、
　前記制御部は、前記ＰｏＥ対応機器が正常な応答をしない状態であれば前記ＰｏＥ対応
機器を再起動すること
を特徴とするルーターであってもよい。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
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　上記本発明のルーターであって、
　前記制御部は、前記電力供給部を制御して、前記ＰｏＥ対応機器への電力の供給を停止
しその後に電力の供給を開始することで前記ＰｏＥ対応機器を再起動すること
を特徴とするルーターであってもよい。
　上記本発明のルーターであって、
　前記制御部は、前記機器が前記ＰｏＥ対応機器を制御する場合には、前記ＰｏＥ対応機
器の制御を中断すること
を特徴とするルーターであってもよい。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　上記本発明のルーターであって、
　前記ＰｏＥ対応機器についての運用情報を記憶した記憶装置を備え、
　前記運用情報は、前記ＰｏＥ対応機器の運用スケジュールを含んでおり、
　前記制御部は、前記運用スケジュールに基づいて前記ＰｏＥ対応機器を制御すること
を特徴とするルーターであってもよい。
　上記本発明のルーターであって、
　前記制御部は、外部に設置された二次電池から電力が供給される場合において、前記二
次電池の電池残量を把握し、前記電池残量に応じて前記運用スケジュールを変更すること
を特徴とするルーターであってもよい。
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